
警察職員の定員の配分に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年９月１日

広島県公安委員会

委員長 西 川 正 洋

広島県公安委員会規則第12号

警察職員の定員の配分に関する規則の一部を改正する規則

警察職員の定員の配分に関する規則（昭和35年広島県公安委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

「 「 「 「

156 157 1,502 1,503

別表中 を に， を に，

176 175 3,644 3,643

」 」 」 」

「 「

1,832 1,833

を に改める。

3,834 3,833

」 」

附 則

この公安委員会規則は，公布の日から施行する。


